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包括的事前合意プロトコル運用について

2021年12月13日より施行

（一社）久留米三井薬剤師会

医療連携委員会 担当常務理事

山口 信也

包括的事前合意プロトコルとは？

薬剤師法 第２３条２項

薬剤師は処方せんに記載された医薬品につき、その処方せ
んを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場
合を除くほか、これを変更してはならない。

薬剤師法 第２４条

薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処
方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わ
せて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによっ
て調剤してはならない。
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包括的事前合意プロトコルとは？

厚生労働省医政局長通知(平成２２年 ４月３０日)

医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について
薬剤師を積極的に活用することが可能な業務

薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検
査のオーダについて、医師・薬剤師等により事前に作成・合
意されたプロトコールに基づき、専門的知見の活用を通じ
て、医師等と協働して実施すること

包括的事前合意プロトコルの目的

調剤上の形式的な疑義照会に事前合意することで、

１、保険薬局での待ち時間の短縮（患者サービスの向上）

２、処方医、病院薬剤部、薬局薬剤師の負担軽減

３、医学・薬学的ケアの充実を図る
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包括的事前合意プロトコル運用開始病院

◆久留米大学病院

◆久留米大学医療センター

◆聖マリア病院

※今後、他の病院においても準備が整い次第追加される予定です

包括的事前合意プロトコル１０項目

□ ①成分名が同一である先発品/後発品の銘柄変更
□ ②内服薬の剤形の変更
□ ③別規格製剤がある場合の処方規格の変更

（ワーファリン、チラーヂンSを除く）
□ ④湿布薬や軟膏での包装単位変更
□ ⑤残薬調整のための内服薬・外用薬の日数短縮 (抗がん剤を除く)
□ ⑥患者の希望等で行う半割、粉砕、混合あるいは一包化調剤
□ ⑦週1回あるいは月1回内服のビスホスホネート製剤およびDPP-4阻害剤

の処方日数の適正化
□ ⑧消炎鎮痛外用剤における貼付剤の合計処方量とコメントでの指示枚数が

異なる場合の適正化
□ ⑨外用剤の用法（適用回数・適用部位・適用タイミング）が口頭指示されて

いる場合の用法追記
□ ⑩患者の希望等で行うエンシュア・H/ラコール/イノラス/アミノレバンなど

成分栄養剤における味の変更

＊麻薬・抗がん剤は除く
＊今後変更になる可能性あり
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久留米三井

薬剤師会

病 院 会員薬局

契約 契約

契約のイメージ

管理薬剤師薬剤部

院外処方せん発行

プロトコル適応

プロトコル印鑑

久留米三井薬剤師会ホームページ
↓

会員向け情報
（パスワードが必要です。
不明な方は薬剤師会事務局へお問い合わせください）

↓
「院外処方箋包括的事前合意プロトコル 合意書」
をダウンロード

↓
・貴薬局控え
・薬剤師会控え

↓
2枚に記入・押印の上、薬剤師会へ

※詳細は、
「契約の流れについて」を参照ください

合意書について①
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※管理薬剤師が変更になった場合は
合意書の再提出が必要となりますので
その点につきましては、ご注意ください

(プロトコル用印鑑の購入は不要）

合意書について②

プロトコル
締結病院

久留米三井
薬剤師会

会員薬局

運用のイメージ

管理薬剤師薬剤部

院外処方せん発行

疑義照会

または、プロトコルに則り変更

押印した処方箋と
連絡用紙をFAX
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連絡用紙について

プロトコルに則り処方を変更した場合

プロトコル締結印を押印した処方せんと
この連絡用紙を処方せんを発行した病
院にFAXする。

ホームページに公開予定

×

処方箋への記載例（久留米大学病院・医療センター）

備考にプロトコル番号、
その他必須事項を記載

プロトコル番号：① Ｒ３.１２．８
内容：○○を△△に変更／薬剤師：久留米 みい子

押印

病院長と久留米三井薬剤師会
との事前合意に基づく包括的
プロトコル範囲内における変更

久留米三井薬剤師会会員薬局
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×

処方箋への記載例（聖マリア病院）

備考にプロトコル番号、
その他必須事項を記載

プロトコル番号：① Ｒ３.１２．８
内容：○○を△△に変更／薬剤師：久留米 みい子

押印

病院長と久留米三井薬剤師会
との事前合意に基づく包括的
プロトコル範囲内における変更

久留米三井薬剤師会会員薬局

院外処方箋包括的事前合意プロトコルに関する注意事項①

＊プロトコル合意の対象について
・久留米三井薬剤師会の保険薬局会員のみ（以下、「会員薬局」と明記）です。

＊プロトコル合意書について
・久留米三井薬剤師会と会員薬局との合意書については貴薬局控え・薬剤師会控えに
各自薬局の内容を記入押印をお願いします。
・合意書に関しては、管理薬剤師が現場の責任者となりますので、代表者氏名と
管理薬剤師名が必要になります。

＊プロトコル用の印鑑について
・プロトコル運用の際は、専用の印鑑が必要です。
・プロトコルに必要な印鑑は、共通の印鑑となっております。
事務局にご来館頂き印鑑のご購入をお願いします。
（各１,０００円（税込み）／久留米三井薬剤師会事務局の受付時間 平日９：００～１７：００）

＊郵送でご提出の場合は、必ず返信用の封筒の同封（１２０円切手を貼って下さい）

合意書・プロトコル用の印鑑に関しては『契約の流れ』をご参照ください
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院外処方箋包括的事前合意プロトコルに関する注意事項②

＊プロトコル合意書について
・管理薬剤師が変更となった場合は、合意書については再提出が必要です。
変更となった場合は、速やかに再提出をお願いします。（印鑑購入は初回のみ）

＊麻薬・抗がん剤については、プロトコル適用外となります。
疑義照会で対応してください。

＊プロトコルに基づく変更が行われた際には、早いうちに（できれば当日中に）各病院
まで連絡用紙と印を押した処方箋のFAXをお願いします。

＊プロトコルの運用前の準備について
・包括的事前合意に関する基本合意事項
・久留米版院外処方箋包括的事前合意に係るプロトコル項目の具体例
を、お読みいただきご理解の程よろしくお願い申しあげます。

ご理解とご協力よろしくお願い申し上げます


